
○
告

示

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指

定

理

由

令
五
・

二
・
一
五

映

画

姉
妹
Ｏ
Ｌ

抱
き
し
め
た
い

新
東
宝
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

生
つ
ば
美
人
妻

妄
想
で
寝
取
ら
れ
て

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

た
わ
わ
な
と
き
め
き

あ
な
た
の
人
生
変

わ
る
か
も

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

痴
漢
㊙
変
態
夫
婦

新
東
宝
映
画
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指
定
年
月
日

種

類

題

名

発
行
所
名
等

指

定

理

由

令
五
・

二
・
一
五

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

月
刊
二
・
三
月
合
併

号

㈱
大
洋
図
書

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
著
し
く
青

少
年
に
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐
性
を

植
え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年
の

犯
罪
若
し
く
は
自

殺
を
誘
発
し
、
そ

の
健
全
な
育
成
を

害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

〃

〃

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

二
月
号

㈱
鉄
人
社
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土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

大
田
村
土
地
改
良
区

杵
築
市

令
五
・

二
・
一
五
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告

示

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
告
示
第
八
十
八
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
八
十
九
号

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
九
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

五

年

第
三
八
七
号

二
月
二
十
八
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
円
座
中

津
線

中
津
市
三
光
下
深
水
字
下
川
原
一
二
七
三

番
地
先
か
ら

中
津
市
三
光
下
深
水
字
下
川
原
一
二
七
五

番
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

九
・
〇

〜

六
・
九

メ
ー
ト
ル

八
八
・
〇

中
津
市
三
光
下
深
水
字
池
ノ
下
一
一
九
九

番
一
一
地
内

後

一
六
・
七

〜
一
一
・
〇

八
八
・
〇
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
渋
見
成
恒
中
津
線

中
津
市
三
光
原
口
字
池
田
二
七
四
番
三
か
ら

中
津
市
三
光
原
口
字
尾
垣
三
九
七
番
二
ま
で

令
五
・

二
・
二
八
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
円
座
中
津
線

中
津
市
三
光
上
深
水
字
小
川
内
陰
二
五
九
五
番
二
か

ら中
津
市
三
光
上
深
水
字
甲
頭
越
二
六
〇
二
番
五
ま
で

令
五
・

二
・
二
八

大
分
県
告
示
第
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二


